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No. 掲載箇所 頁数 ご意見 町の考え方

1
基本計画
（全体）

―

【基本計画】
計画には数値目標がほしい。理念だけでは計画倒れにな
る恐れがある。

　各主要施策の目標としては、５年ごとに実施する住民意向調査の
結果において、「施策に対する住民満足度」を上昇させ、各分野に
対しての住民の意識・関心を高めることで評価します。
　具体的な重要施策は、この基本計画に基づく３ヵ年の実施計画と
して、毎年度検討を加えて公表します。

2

基本計画
第１章　緑豊かな自然と調和した安心して暮ら
せるまち
第２節　快適な生活空間の整備
第２項　公園・水辺空間・緑地の整備

44

【公園・水辺空間・緑地の整備について】
公園や水辺空間に対する認知度が低いように思う。水辺
の里公園など、場所として分かりにくい（個人的なもの
かもしれませんが）と思うので、もっとPRしてほしい
と思います。

　第１章第２節第２項「公園・水辺空間・緑地の整備」のとおり、
公園や水辺空間については、住民の憩いの場や交流の場としての利
活用を促進します。
　また、PRについては、第４章第３節第１項「交流と観光の振
興」のとおり、SNSなどのICTを活用するなど、町の地域資源や魅
力を積極的に発信します。

3

基本計画
第１章　緑豊かな自然と調和した安心して暮ら
せるまち
第３節　快適な暮らしの基盤の整備
第１項　安全な道路整備

45

【安全な道路整備について】
素晴らしい構想や計画案だと思います。ただ、スクール
道や自転車道が未整備な道が散見されます。この計画も
必要かも。計画や構想なので「努めます、図ります、推
進します、促進します、検討します」で終わっていま
す。本当？ってつっこみたくなります。計画推進には具
体的（どの課が、いつまで、どのように）に！

　第１章第３節第１項「安全な道路整備」のとおり、町内幹線道路
などの整備について、関係機関と連携して推進します。
　具体的な重要施策は、この基本計画に基づく３ヵ年の実施計画と
して、毎年度検討を加えて公表します。

(1)パブリック・コメントの結果について
①実施期間
　　令和3年12月14日（火）から令和4年1月12日（水）まで
　

②意見の募集の掲載方法
　　町ホームページ、町広報、役場企画課窓口、情報公開コーナー、協働まちづくりモニター制度の実施

③応募対象者
　　町内に在住、在勤、在学の人、町内に事業所などを持つ法人・その他の団体、町税の納税義務を有する者

④意見の提出方法
　　持参、郵送、ファックス、電子メール

⑤提出された意見
　　14件
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4

基本計画
第１章　緑豊かな自然と調和した安心して暮ら
せるまち
第３節　快適な暮らしの基盤の整備
第１項　安全な道路整備

45

【安全な道路整備について】
施策の方向性の中に、安全な道路整備に関する表記が無
いように思う。「歩行者の安全に考慮した」「交通弱者
が安全に外出できる」道路整備に努めます、のような。

　第１章第３節第１項「安全な道路整備」のとおり、道路の安全性
の向上や交通の円滑化を図るため、老朽化が進む地域内道路・橋梁
については、利用状況や安全性などを考慮し、定期的な点検や計画
的な維持・補修に努めます。
　また、後段に「通学路は、児童生徒の安全性に配慮した道路の整
備や補修に努めます。」を追記します。

5

基本計画
第１章　緑豊かな自然と調和した安心して暮ら
せるまち
第３節　快適な暮らしの基盤の整備
第１項　安全な道路整備

45

【安全な道路整備について】
「通学路の歩道の新設及び整備に努める」の追加は？

　第１章第３節第１項「安全な道路整備」のとおり、道路の安全性
の向上や交通の円滑化を図るため、老朽化が進む地域内道路・橋梁
については、利用状況や安全性などを考慮し、定期的な点検や計画
的な維持・補修に努めます。
　また、後段に「通学路は、児童生徒の安全性に配慮した道路の整
備や補修に努めます。」を追記します。

6

基本計画
第１章　緑豊かな自然と調和した安心して暮ら
せるまち
第３節　快適な暮らしの基盤の整備
第２項　公共交通の維持・確保

46

【地域にふさわしい公共交通の充実について】
車社会であり、80歳以上の運転が怖いので、交通機
関、バス、タクシー等。

　第１章第３節第2項「公共交通の維持・確保」のとおり、地域に
おける交通手段の確保と日常生活の利便性向上のため、路線バスな
どの公共交通の維持・確保に努め、地域にふさわしい公共交通の充
実を図ります。

7

基本計画
第２章　誰もが健やかに地域で暮らせるまち
第１節　健やかに暮らせる健康づくりの推進
第１項　健康づくりの推進

56

新型コロナ対策は喫緊の課題ですが、医療体制の確保を
合わせて取り組む必要があります。

　第2章第1節第１項「健康づくりの推進」のとおり、国や県など
とともに、感染症の対策を推進し、地域医療の充実に努めます。
　また、第2章第1節第2項「保健・医療体制の充実」のとおり、
住民がいつまでも健やかに生活できるよう、医師会などの関係機関
と連携しながら、救急医療体制の充実に努めます。

8

基本計画
第２章　誰もが健やかに地域で暮らせるまち
第２節　安心して妊娠・出産・子育てができる
社会の実現
第２項　子育て支援の充実

61

【結婚・妊娠・出産の支援について】
ことばの支援でなく、出産・結婚に対する助成の充実。
今は出産に対する助成はあるが、それももっと充実した
補助を。

　第２章第２節第２項「子育て支援の充実」のとおり、不妊・不育
症治療や妊婦健康診査などの助成、こども医療費の無料化などの各
種制度により、妊娠・出産への支援に努めます。
　また、少子化の原因として晩婚化や未婚化の進行が考えられるた
め、結婚への支援に努めます。
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9

基本計画
第３章　生涯にわたる学びを充実し夢と志を育
むまち
第２節　地域と人を育む生涯学習の推進
第１項　生涯学習の推進

71

【学んだ成果をいかす取組の推進について】
生涯学びであると思っています。身につけた知識、経験
を子・孫、そして地域へ伝承できる取組に誠心くださる
スタッフの方々に敬意と感謝です。
地域ぐるみで、まちづくりに小さな幸せを積み重ねられ
えるようにとの願いです。

　第３章第２節第１項「生涯学習の推進」のとおり、生涯を通して
学びながら豊かで充実した生活を送ることができるよう、学びの場
を充実させるとともに、学んだ成果を地域活動にいかす取り組みを
推進します。

10

基本計画
第４章　地域の特性をいかした活力と魅力ある
まち
第１節　地域の特性をいかした農業の振興
第１項　農業基盤の整備

77

【地域の特性をいかした農業の振興について】
ため池の整備、特にのり面管理（草刈り）が、今一番、
管理者にとって大変な管理になっていると思います。関
係者による維持管理はもちろんですが、高齢化を考える
と今後は継続が難しいです。取組施策を入れてほしいで
す。

　第４章第１節第2項「農業の継続的な展開」のとおり、スマート
農業の導入を進めることで、農業の継続的な展開をめざします。
　なお、ため池の維持管理は、基本的には管理者である地元土地改
良区等でお願いしているところです。

11

基本計画
第４章　地域の特性をいかした活力と魅力ある
まち
第3節　魅力ある交流・観光の振興
第1項　交流と観光の振興

81

【魅力ある交流、観光の推進】
近隣市町にアピール、新聞等に発信を。

　第4章第3節第１項「交流と観光の振興」のとおり、SNSなどの
ICTを活用するなど、町の地域資源や魅力を積極的に発信します。

12

基本計画
第５章　ともに進めるまちづくりの推進
第２節　持続可能なまちづくりの実現
第１項　効率的な行財政運営の推進

84

計画の推進にあたって、財源は確保できるのか。
財政の硬直化はないのか。

　第５章第２節第１項「効率的な行財政運営の推進」のとおり、継
続的で安定した行政サービスの提供に向けた行財政改革に努めると
ともに、自主財源の確保に取り組みます。

13

基本計画
第５章　ともに進めるまちづくりの推進
第２節　持続可能なまちづくりの実現
第２項　広域行政と連携交流の推進

86

行政効率化の観点から市町合併の再検討が必要ではない
か。

　第５章第２節第２項「広域行政と連携交流の推進」のとおり、ご
み処理や下水道、保健・医療分野において、引き続き関係市町と連
携しながら広域的な事業を推進します。

14 その他 ―

ハード面（空き家・放棄田etc）とソフト面（ベテラン
高齢者の経験・知識etc）を合体させたイベント起案と
支援を期待します。例えば貸し農園、貸し家や土地の活
用した6次産業、起業、教室、パーティ…。とにかく成
功事例を作り、楽しい経験がほしい。

　第4章第3節第１項「交流と観光の振興」のとおり、町の魅力を
伝えるイベントや地域における住民団体の自発的な活動などを通し
て、交流イベントを展開します。


